
新型コロナウイルス感染拡大防止によるイベント、公共施設の使用等の実施可否について
　３月31日まで、感染拡大防止策としてイベント・講座等について中止又は延期するとともに、町内公共
施設を一時的に休所・休館又は使用を制限する措置を実施させていただきました。
　新型コロナウイルス感染症に関する国内の状況は、日々変化しているため、４月以降もイベント・講座等
の中止、公共施設の休所・休館又は使用制限の措置を取らせていただく場合があります。
　最新の情報につきましては、順次町ホームページ等でお知らせしますので、ご理解・ご協力のほど、よろ
しくお願いします。
　また、町ホームページ等で確認が取れない場合は、各開催元や各担当へお問い合わせください。
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